
　代理受取の場合は、申請者が来庁する場合よりも、多くの書類が必要です。

　以下の表を必ずご確認ください。

チェック欄

交付通知書（はがき） ※別紙の記載例をご確認ください。

　法定代理人が申請者の住所・氏名を記入してください。

通知カード（お持ちの方のみ）

住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）

申請者の本人確認書類（顔写真付きが必須）

　　以下の①～③のいずれかの組み合わせで書類をお持ちください。

　　　①　Ａ区分：２点

　　　②　Ａ区分：１点　＋　Ｂ区分：１点　（合計２点）

　　　③　法定代理人による顔写真証明書　＋　Ｂ区分：２点　（合計３点）

法定代理人（親権者、未成年後見人）の本人確認書類（顔写真付きが必須）

　　以下の①、②のいずれかの組み合わせで書類をお持ちください。

　　　①　　Ａ区分　２点

　　　②　　Ａ区分　１点　　＋　　Ｂ区分　１点　（合計２点）

申請者と法定代理人の関係を証明する書類

　・日本国籍の方：戸籍全部事項証明書　等

　　（本籍地が潮来市内の場合など、潮来市で確認できる場合は不要です）

　・外国籍の方：出生証明書　及び　その訳文

　※Ｃ区分の確認書類は不可。

（別紙「マイナンバーカード　本人確認書類一覧」と併せてご確認ください）

　※Ｃ区分の確認書類は不可。

マイナンバーカード　代理受取　の　持ち物

マイナンバーカード申請者

窓口に代理受取に来る方

　中学生、小学生及び未就学児

　法定代理人（親権者、未成年後見人）

持ち物（原本に限ります。コピーは不可です。）

　申請者の住所・氏名の横に法定代理人と記載し、法定代理人の住所・氏名をご記

入の上お持ちください。

　※交付通知書（はがき）を紛失してしまった場合、代わりの書類を郵送いたしま

すので潮来市役所市民課市民グループへご相談ください。

　申請者が中学生以下の場合は「申請者」と「法定代理人」（親権者や未成年後見人）に一緒に来庁

していただく必要があります。

　しかし、「申請者」（中学生以下）が来庁できない場合、「法定代理人」が代理でカードを受け取

る必要があります。

（別紙「マイナンバーカード　本人確認書類一覧」と併せてご確認ください）

　※法定代理人による顔写真証明書とは、所定の様式に申請者の顔写真を貼付し、

法定代理人が署名をすることで本人確認書類の1つとするものです。



　15歳未満の方は、原則、署名用電子証明書は発行しておりません。

交付通知書（はがき裏面）の書き方の記入例

　すべて法定代理人がご記入ください。

　同じ住所にお住いの場合、法定代理人の住所の記載は不要です。

【ご注意】

マイナンバーカード申請者 　中学生、小学生及び未就学児

窓口に代理受取に来る方 　法定代理人（親権者、未成年後見人）

潮来市辻626 法定代理人 潮来市日の出3-11

潮来 あやめ 法定代理人 潮来 太郎

６ ４ １

暗証番号は来庁時に

ご記入いただくため、

こちらに記載する必要

はありません。


